
【西東京市 総務部 契約課】ＴＥＬ：042-460-9816（直通） 

次のとおり電子入札案件を公表します。電子入札サービスで手続を行ってください。 

〈スケジュール〉 

公表する電子入札案件 工事希望制指名競争入札２件 

案 件 の 公 表 日 時 
令和７年４月28日 午前９時から 

希 望 申 請 の 受 付 開 始 

希 望 申 請 の 提 出 期 限 令和７年５月２日 午後３時まで 

指 名 通 知 書 等 の 受 領 令和７年５月15日 午後３時以降(予定) 
希望申請をした全者に指名の有無を通知します。 発注図書（図面等）の受領 

質 問 の 登 録 期 間 発注図書受領後から 令和７年５月30日 正午まで 

質 問 の 回 答 期 間 質 問 登 録 後 か ら 令和７年６月３日 午後３時まで 

入 札 書 の 提 出 期 限 令和７年６月５日  時間は案件ごとに設定しています。 

「指名通知書｣等で確認してください。 開  札  日  時 

再度入札書の提出期限 再度入札は開札日同日において概ね30分後を目安に行い、 

２回を限度とします。 再 度 入 札 の 開 札 日 時 

電 子 契 約 
電子契約の対象とする場合は、「発注案件情報概要」の備考欄

に明記しています。 

※スケジュールは、都合により変更する場合がありますので、電子入札サービスで確認してください。

〈希望申請について〉 

(1) 希望申請の要件である業種、格付等は、各案件の「工事概要」に記載しています。

(2) 希望申請の提出は、本日付けで公表した案件の内、１件までとします。ただし、市内業者又は準市内業者の

方は、２件まで申込みができます。 

(3) 希望申請時においては、別途指定する場合を除き、資料の添付は必要ありません。

※ 建設業法第26条に規定する資格を有する技術者を配置できること。

請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は9,000万円）以上の場合には、技術者を専任で配

置できること。ただし、主任技術者については、他の工事工作物と一体性や連続性等が認められ 

る工事で、発注者が認めた場合に兼務することができます。 

※ 市内業者又は準市内業者として取り扱いを受ける場合は届け出が必要になります。

〈入札書の提出について〉 
(1) 入札額は見積もった金額の110分の100に相当する額とし、工事費内訳書の額と相違がないか確認

してください。

(2) 工事費内訳書は、電子入札サービスにおける内訳書登録に入札金額の積算内訳を直接入力してください。

ただし、再度入札の際は不要です。

※ 入札保証金については、免除とします。契約約款等は、市のホームページでご確認ください。

〈落札後の契約書等について〉 

(1) 電子契約により手続する場合 電子契約の対象案件で、『電子契約利用申出書』を指名通知までに提出さ

れている方が落札した場合には、電子契約により契約締結の手続を行います。電子契約サービスからメールで

お知らせします。 

(２) 契約書面により手続する場合 受領日時：開札日の午後１時以降

場  所：西東京市役所田無庁舎５階契約課 

持 ち 物：入札参加資格受付票、落札決定通知書、名刺 

(3) 契約保証金：契約金額1,000万円以上の場合は、履行保証保険等の加入を要し、加入することによ

り免除とします。 

※ 受注する工事について、主要な資材の供給の著しい減少や資材の価格高騰等により、工期や契約金額に

影響を及ぼす恐れがある場合には、契約締結までに通知してください。

西東京市 電子入札案件の公表について 



工 事 概 要 

１ 工事件名 芝久保児童館ほか３館トイレ改修工事 

２ 工事場所 西東京市芝久保町一丁目16番18号ほか 

３ 工 期 契約確定日の翌日から令和８年２月27日まで 

４ 工事概要  トイレ環境改善のため、床、便器、照明等の改修工事を実施する。 

(１) 芝久保児童館

大便器洋式化、小便器更新、手すり設置、手洗器自動水栓化等

(２) 中町児童館

床乾式化、大便器洋式化、小便器更新、手すり設置

手洗器自動水栓化、照明LED化等

(３) 西原北児童館

床乾式化、大便器洋式化、小便器更新、手すり設置

手洗器自動水栓化等

(４) 保谷柳沢児童館

床乾式化、大便器洋式化、小便器更新、手すり設置

手洗器自動水栓化等

５ そ の 他 

(１) 円滑な工事の進捗を図るべく、施設管理者との調整に努めること。

(２) 施工に際しては、施設利用者、周辺住民等へ騒音、振動などの影響を及ぼさない

ように努めること。 

(３) 工事用車両の通行や機材の搬出入などに際しては、安全の確保に努めること。

予 定 価 格 ： 事後公表 

最 低 制 限 価 格 ： あり 

参 加 資 格 ： 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより、西東京市に業種

「07建築工事」で登録があり、希望申請時において共同格付「Ｂ」（市内

業者及び準市内業者は「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」）で登録している者 

前 払 金 ： あり（前払金及び中間前払金）



工 事 概 要 

１ 工事件名 田無総合福祉センター受変電設備改修工事 

２ 工事場所 西東京市田無町五丁目５番12号 

３ 工  期 契約確定日の翌日から令和９年３月18日まで 

４ 工事概要   経年劣化の進んだ田無総合福祉センター受変電設備と直流電源装置を 

取替える。 

電気設備工事 

(１) 受変電設備工事 既設を撤去、新設

高圧受電盤  １面 

低圧電灯盤  ３面 

非常動力・保安照明盤  １面 

低圧動力盤  １面 

 変圧器 電灯 100kVA ３台 

動力 200kVA １台 

低圧スコット 50kVA １台 

高圧進相コンデンサ  79.8kvar １台 

直列リアクトル  4.79kvar １台 

既設配線つなぎ替え 

(２) 直流電源装置 既設を撤去、新設

ポケット式据置アルカリ蓄電池  86セル 

充電器  １面 

既設配線つなぎ変え

（３）機器搬入搬出工事、仮設工事 

５ そ の 他 

(１) 円滑な工事の進捗を図るべく、施設管理者との調整に努めること。

(２) 施工に際しては、施設利用者、周辺住民等へ騒音、振動などの影響を及ぼさない

ように努めること。 

(３) 工事用車両の通行や機材の搬出入などに際しては、安全の確保に努めること。

予 定 価 格 ： 事後公表 

最 低 制 限 価 格 ： あり 

参 加 資 格 ： 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより、西東京市に業種

「08電気工事」で登録があり、希望申請時において共同格付「Ａ」（市内

業者及び準市内業者は「Ａ」「Ｂ」）で登録している者 

前 払 金 ： あり（前払金及び中間前払金）


